
 
 

※詳細は裏面の「安否確認訓練の行動および役割」をご参照ください。 

 

 

 
 

 

【訓練参加にあたっての連絡事項】 

① 帰宅後石鹸で手洗いし、家族で反省会を開く。 
  ・反省会は「避難場所」「家電・ガス OFFの確認行動」などについて話し合いましょう。 
  ・発災時書類ケース、食料・水・簡易トイレの備蓄品等の点検を行ってください。 
 

② 感染症対策については、政府が定める以下の基本的感染対策の考え方に従う。 

マスクの着用 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねる。 

「三密回避」 

「人と人との  

距離の確保」 

政府として一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方 

は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避ける 

ことが感染防止対策として有効（避けられない場合はマスク着用が有効） 

関ヶ谷自治会 会長：相曽 健二、防災担当役員・防災部長：北村 仁 

※本件に関する問い合わせは班長又は地区長へ。 

・班 員⇒自身と家族の安全を確保し、家族の代表が班長宅に駆けつける。 

・班 長⇒班員と共に班内の安否と被害状況の確認を行い、「安否確認報告書」 
（訓練用ブルー）に記入して、速やかに地区長宅に持参して報告する。 

・地区長⇒班長から「安否確認報告書」を受け取り、急ぎ地区の分を取りそろえて、
速やかに自治会館に設置する災害対策本部に持参して報告する。 

会員各位 2023年 6月 25日発行 

関ヶ谷自治会 ２０２３年度 



2023年 安否確認訓練の行動および役割 
 

◎各人は９時になったら以下の行動をとる。 当日訓練に参加できない場合は、事前に班長にその旨を伝えておく。               

※荒天（何らかの警報が出ている状況）の場合のみ中止。 

  
 

班員の行動 班長の行動 地区長の行動 防災 VGの行動 対策本部の行動 

➢ 自身と家族の安全確保 

➢ 家屋等の被害状況確認 

➢ 班員と同様の行動 

➢ 防災ヘルメット着用 

➢ 班員と同様の行動 

➢ 防災ヘルメット着用 

➢ 班員と同様の行動 

➢ ベスト・帽子・名札着用 

➢ 班員と同様の行動 

➢ ベスト・帽子・名札着用 

➢ タオル掛け 

➢ 班長宅へ駆けつける 

➢ タオル掛け 

➢ 班員の集合を待つ 

➢ 班員又は班長（兼任の

場合）と同様の行動 

➢ トランシーバー保有者は

持参、通信テスト 

➢ トランシーバー保有者は

持参、通信テスト 

➢ 班長と共に班内の安否 

と被害状況を確認 

➢ 来ていない班員宅へ集

まった人と共に行き、タ

オル有無・声かけで安否

を確認 

➢ 班員と同様の行動 

➢ 安否と被害状況の確認

結果を「安否確認報告

書」に記入し、地区長宅

に持参し、報告する 

➢ 自宅で各班長を待つ 

➢ 自治会館へ急ぎ駆けつ

け、対策本部をサポート 

 

※詳細は「対策本部立上げ

訓練の流れと役割」を参照 

➢ 対策本部立上げ要員は

会館の中庭に集合する 

  ・自治会役員、部員 

・防災 VG役員 

・民生委員 

 

 

➢ 安否確認後自宅に戻り、

家族で反省会を開催 

➢ 併せて備蓄品等の点検

を行う 

 

 

➢ 報告後自宅に戻り、班員

と同様に反省会と備蓄

品などの点検を行う 

➢ 各班長から「安否確認

報告書」を受け取り、地

区の分を取りそろえ、

対策本部に持参して報

告する 

➢ 対策本部をサポート 

➢ 会館内外の安全確認, 

トイレ・プロパンガス等

の設備の使用可否確認

後、対策本部へ報告する 

➢ テレビ等の情報機器設

置、稼働を確認する 

➢ 中庭に簡便式テントを 

1張り設置する 

➢ テント内に机２客、パイ

プ椅子４客を用意し仮本

部を設置する 

➢ 会館使用可の報告後、

対策本部設置を宣言 

 
   

➢ 地区長からの報告を受

け集計する 

    ➢ 反省会を開催する 

※対策本部：関ヶ谷自治会館 ※反省会は役員、防災部員、全地区長が参加 
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安否確認訓練時の対策本部立上げ訓練概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:00 自身・家族の安全確保→班内および地区内の役割遂行後、対策本部へ駆けつける 

9:30 対策本部関係者参集（中庭） 

対策本部設置準備 

防災部 防災 VG 

・地区長報告受付を

会議室に準備 

・受付結果を集計 

10:00 

11:00 反省会会場設営・開催（役員全員、地区長、希望班長参加） 

12:00 反省会終了後、解散 

・テント等撤収 10:30 

９:50 会長による対策本部設置の宣言後、対策本部設営 

・安全確認結果を対

策本部長へ伝達 


